
※東京都内にお住まいの方

平成29年3月24日現在）

再交付等についてサイト　http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/ ）の〔職業能力開発〕→〔技能に関する資格から〕も
ダウンロードできます。

職業能力開発促進法施行規則別表第 11「学科試験の科目」及び「実技試験の科目」欄に示す科目を履
修したことを証明するもの（成績証明書、履修証明書など）です。申請する前に照合する必要があります
ので、必ず事前に担当窓口（４ページ参照）にご相談ください。
本人であること（氏名、生年月日、住所、顔写真）を公的に証するもの（運転免許証等）。あわせて、各証書、
証明書取得した時から氏名が変更された場合、氏名変更を証するもの（戸籍抄本、年金手帳等）。

注4）

東京都で交付された免許証については、再交付、証明書発行を行っております。必要な方は事前に担当窓
口（4ページ参照）にご確認ください。

本 人 を 証 明 す る
も の（注４）

職業能力開発総合
大学校修了者（長
期・短期養成課程、
職 種 転 換 課 程）



※東京都内にお住まいの方

平成29年3月24日現在）

再交付等についてサイト　http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/ ）の〔職業能力開発〕→〔技能に関する資格から〕も
ダウンロードできます。

職業能力開発促進法施行規則別表第 11「学科試験の科目」及び「実技試験の科目」欄に示す科目を履
修したことを証明するもの（成績証明書、履修証明書など）です。申請する前に照合する必要があります
ので、必ず事前に担当窓口（４ページ参照）にご相談ください。
本人であること（氏名、生年月日、住所、顔写真）を公的に証するもの（運転免許証等）。あわせて、各証書、
証明書取得した時から氏名が変更された場合、氏名変更を証するもの（戸籍抄本、年金手帳等）。

注4）

東京都で交付された免許証については、再交付、証明書発行を行っております。必要な方は事前に担当窓
口（4ページ参照）にご確認ください。

本 人 を 証 明 す る
も の（注４）

職業能力開発総合
大学校修了者（長
期・短期養成課程、
職 種 転 換 課 程）


